
平
成
十
九
年
十
月
二
十
二
日
提
出

質

問

第

一

四

〇

号

浄
化
槽
の
保
守
点
検
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

末

松

義

規

140



浄
化
槽
の
保
守
点
検
に
関
す
る
質
問
主
意
書

こ
れ
ま
で
二
回
に
わ
た
り
浄
化
槽
の
保
守
点
検
に
つ
い
て
質
問
し
て
き
た
が
、
答
弁
は
い
ず
れ
も
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
と

受
け
止
め
て
い
る
。
国
が
業
者
の
利
益
擁
護
に
回
る
か
、
国
民
側
に
立
っ
て
い
る
か
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
予
め
申
し

添
え
る
。

本
件
は
、
十
年
間
に
百
億
円
を
超
え
る
金
が
流
れ
て
お
り
、
そ
の
費
用
便
益
が
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
真
剣
に
検
討
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
よ
っ
て
浄
化
槽
の
保
守
点
検
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

平
成
十
五
年
度
に
岡
山
県
、
岡
山
市
が
浄
化
槽
水
質
管
理
実
施
要
綱
に
お
い
て
、
浄
化
槽
の
保
守
点
検
回
数
を
年
十
二
回

と
定
め
た
際
、
岡
山
県
及
び
岡
山
市
担
当
者
よ
り
、
要
綱
の
内
容
に
つ
い
て
相
談
等
は
な
か
っ
た
か
。
ま
た
、
そ
の
時
ど
の

よ
う
に
答
え
た
か
。

二

岡
山
県
下
一
円
一
律
年
十
二
回
保
守
点
検
回
数
と
定
め
た
浄
化
槽
水
質
管
理
実
施
要
綱
の
内
容
に
つ
い
て
、
指
導
・
監
督

責
任
者
と
し
て
、
内
容
を
検
証
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。
ま
た
、
検
証
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
の
議
論
は
な
か
っ
た
か
。
さ
ら

に
、
「
（
法
定
点
検
一
回
に
加
え
）
年
三
回
の
保
守
点
検
で
よ
い
浄
化
槽
を
十
二
回
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
と
作

業
内
容
を
詳
細
に
説
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
る
。
」
と
の
意
見
も
あ
る
が
、
十
二
回
点
検
の
必
要
性
を
具
体
例
で

一



説
明
願
い
た
い
。

三

（
法
定
点
検
一
回
に
加
え
）
年
三
回
の
保
守
点
検
回
数
で
よ
い
と
さ
れ
る
浄
化
槽
の
使
用
者
よ
り
、
年
十
二
回
の
保
守
点

検
回
数
に
つ
い
て
、
必
要
性
、
作
業
内
容
の
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
、
国
と
し
て
の
回
答
を
伺
い
た
い
。

四

保
守
点
検
の
技
術
上
の
基
準
を
踏
ま
え
た
必
要
作
業
時
間
は
、
小
型
合
併
浄
化
槽
で
一
基
当
た
り
何
分
必
要
と
考
え
る

か
。

五

岡
山
市
内
だ
け
で
当
該
年
に
本
来
必
要
と
思
わ
れ
る
四
回
の
点
検
以
外
の
保
守
点
検
に
か
か
っ
た
費
用
は
、
十
年
間
で
百

億
円
以
上
で
あ
る
。
岡
山
県
全
域
で
は
三
百
億
円
以
上
と
な
る
。
こ
の
様
な
膨
大
な
費
用
を
市
民
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
問

題
が
あ
る
と
考
え
る
が
如
何
か
。

岡
山
市

七
九
六
九
三
基
×
一
九
八
〇
円
×
八
回
×
十
年＝

一
二
六
億
二
三
三
七
万
円

岡
山
県

二
〇
四
〇
二
四
基
×
一
九
八
〇
円
×
八
回
×
十
年＝

三
二
三
億
一
七
四
〇
万
円

六

環
境
省
は
、
岡
山
県
下
一
円
一
律
に
十
二
回
の
保
守
点
検
を
要
綱
に
よ
り
義
務
付
け
る
必
要
性
に
は
無
理
が
あ
る
と
承
知

し
な
が
ら
、
未
だ
適
正
な
指
導
を
し
な
い
と
い
う
姿
勢
は
、
行
政
の
軸
足
が
本
来
市
民
・
国
民
側
に
立
つ
の
が
当
然
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
業
者
側
の
利
益
擁
護
に
配
慮
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
見
方
が
あ
る
。
こ
の
見
解
に
対
す
る

二



環
境
省
の
立
場
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


